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◎災害に備えたしつけと健康管理の例

  犬の場合

　●「待て」「おいで」「お座り」「伏せ」などの基本的なしつけを行う。

　● ケージ等の中に入ることを嫌がらないように、日頃から慣らしておく。

　● 不必要に吠えないしつけを行う。

　● 人やほかの動物を怖がったり攻撃的にならない。

　● 決められた場所で排泄ができる。

　● 狂犬病予防接種などの各種ワクチン接種を行う。

　● 犬フィラリア症など寄生虫の予防、駆除を行う。

　● 不妊・去勢手術を行う。

  猫の場合

　● ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらないように、日頃から慣

    　らしておく。

　● 人やほかの動物を怖がらない。

　● 決められた場所で排泄ができる。

　● 各種ワクチン接種を行う。

　● 寄生虫の予防、駆除を行う。

　● 不妊・去勢手術を行う。

  犬の場合
　● 首輪と迷子札
　● 鑑札や狂犬病予防注射済票（飼い犬は狂犬病予防法により鑑札の装

　　着や年一回の予防注射、及び注射済票の装着が義務づけられている）
　● マイクロチップ

 猫の場合
　● 首輪と迷子札（猫の首輪はひっかかりを防止するために、力が加わる 

　 と外れるタイプがよい）
　● マイクロチップ

　災害発生時には、やむを得ずペッ

トを残して避難したり、ペットとはぐ

れてしまう場合もあるため、保護さ

れた際に飼い主の元に戻れるように

所有者明示をしておく必要がある。

外から見えて誰でもすぐにわかる迷

子札等をつけるとともに、脱落の可

*AIPO　Animal ID Promotion Organization（動物 ID 普及推進会議）の略称。マイクロチップを利用した犬・猫等の家
庭動物の個体識別を普及推進するため、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、（公
社）日本獣医師会の 4 団体によって構成された組織で、（公社）日本獣医師会がマイクロチップのデータベースの登録・管理
を行っている。マイクロチップ自体には、15 桁の数字が記録されているだけで、飼い主の住所・電話番号などの情報は入っ
ていないため、マイクロチップを装着した場合には、飼い主のデーターと照合するためのデータベースへの登録が必要となる。

能性が低く、確実な身分証明となる

マイクロチップを装着し、AIPO* に

登録するといった対策をしておくこ

とで効果を高めることが出来る。

　また、犬の場合、狂犬病予防法に

基づき、鑑札、狂犬病予防注射済票

を飼い犬に装着する義務がある。

（3）ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による
　　所有者明示）

◎迷子にならないための対策例

災
害
に
備
え
た
平
常
時
の

対
策
、
体
制
の
整
備

災
害
に
備
え
た
平
常
時
の

対
策
、
体
制
の
整
備

動物救護対策0722見開き.indd   26-27 13.7.31   1:57:16 PM


